
Ⅶ 村上市立平林小学校いじめ防止基本方針 

令和６年４月改定 

 

 本方針は，「いじめ防止対策推進法」（平成 25年９月 28日施行）の第 13条により，村上市立平林小

学校の全ての児童が安心かつ充実した学校生活を送ることができるよう策定するものである。 

 

１ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

けんかやふざけ合いであっても，見えない所で被害が発生している場合もあるため，背景にある事情の調

査を行い，児童生徒の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

 いじめられた児童生徒の立場に立って，いじめに当たると判断した場合にも，その全てが厳しい指導を要

する場合であるとは限らない。例えば，好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を

感じさせてしまったような場合，軽い言葉で相手を傷つけたが，すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらず

して良好な関係を再び築くことができた場合等においては，学校は，「いじめ」という言葉を使わず指導す

るなど，柔軟な対応による対処も可能である。ただし，これらの場合であっても，法が定義するいじめに該

当する。 

 具体的ないじめの態様は，以下のようなものがある。 

・冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる 

・仲間はずれ，集団による無視をされる 

・軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする 

・ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする 

・嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする 

・パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる等 

 

２ いじめ防止に向けての基本的な考え方 

  いじめは，いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害するものであり，心身の健全な成

長や人格の形成に重大な影響を与えるものである。また，生命や心身に重大な危険を生じさせる許さ

れない行為である。 

  「いじめはどの学校，どの学級でも起こりうるものであり，いじめの問題に無関係ですむ児童はい

ない」という基本認識に立ち，全ての児童が安全で安心に学校生活を送る中で，様々な活動に意欲的

に取り組み，一人一人の個性や能力を十分に伸張することができるよう，いじめのない学校づくりに

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 「いじめの類似行為」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該児童等が当該行為を知ったときに身心の苦

痛を感じる蓋然性の高いものをいう。 



全力で務めていかなければならない。 

 

３ いじめの防止について 

（１）基本姿勢 

   いじめ防止のために，以下のような姿勢で臨むものとする。 

   ○いじめを許さない，見逃さない雰囲気づくりに努める。 

   ○児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を高める教育活動を推進する。 

   ○児童・教職員の人権感覚を高め，校内の温かな人間関係を築く。 

   ○早期発見のために，様々な手段を講じる。 

   ○当該児童の安全を保障し，家庭・地域・関係機関と協力をして，早期解決にあたる。 

（２）いじめ未然防止のための取組 

  ① いじめを許さない，見逃がさない雰囲気づくり 

○全校でソーシャルスキル教育を計画的・継続的に実施し，望ましい人間関係づくりを進める。 

   ○中学校区の「いじめ見逃しゼロスクール集会」に高学年児童が参加し，意識の向上を図る。 

   ○人権教育に関するポスターなどを掲示するコーナーを設け，適宜張り替えながら日ごろから児

童の目にふれるようにしておく。 

  ② 児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を高める教育活動の推進 

   ○人とかかわりながら学ぶ子どもの育成を図る。 

    主体的・対話的で深い学びを追求する授業を展開する中で，児童がかかわり合いながら思いや

願いを交流させることで，互いに認め合い高め合う学習を推進する。 

   ○縦割り班活動を通して責任感を育成する。 

   ○通学，行事，清掃活動など，様々な活動において高学年リーダーを中心とした縦割り班を基本

の活動形態として設定し，役割分担をし，協力し合う意識の醸成を図る。 

  ③ 児童・教職員の人権感覚の向上及び校内の温かな人間関係の構築 

   ○人権・同和問題学習「平小プラン」に基づき，人権教育，同和教育を推進する。 

    ・各学年の年間指導計画に基づき，人権・同和問題学習を実施する。 

    ・人権・同和問題学習の授業を保護者や地域の人々に公開し，啓発する。 

   ○人権教育強調旬間を実施する 

    新潟県同和教育研究協議会の「生きる」シリーズを活用した指導案を作成し，授業を実施する。 

   ○人権教育，同和教育に関する職員研修を計画的に実施する。 

    年度初め（地域中心）と人権教育強調旬間（授業中心）の校内研修会を実施するとともに，

中学校区及び郡市の研修会に全職員が参加する。 

 

４ いじめの早期発見について 

（１）いじめの早期発見の基本 

   いじめの早期発見の基本は，児童のささやかな変化に気付くこと，気付いた情報を確実に共有す

ること，情報に基づき速やかに対応することである。そのためには，教職員がこれまで以上に意識

的に児童の様子に気を配り，いじめを見抜く目を磨くことが重要である。 

（２）早期発見のための取組 

  ① 教職員間の情報交換の実施 

    教職員がいじめを発見した場合や児童からの訴えを受けた場合、その教職員は管理職及び生活

指導主任に報告する。週１回の職員集会及び，月１回の職員会議で，生徒指導上の問題について



の情報交換を行い，全職員が情報を共有する。その他，必要に応じ，臨時で職員打ち合わせを行

い，迅速に情報を共有する。 

  ② なかよし・困りごとアンケートの実施 

    各学期１回なかよしアンケートを行う。また，毎月困りごとアンケートを行い，日常生活にお

ける児童の様子を把握する。その際，ＳＮＳについての項目も入れる。 

  ③ 教育相談の実施 

    なかよしアンケートの結果に基づき，６月と 11月に全ての児童について教育相談を行う。 

  ④ 保健日誌の活用 

    保健室に来室する児童の情報を記録，回覧し，情報を共有する。 

  ⑤ 欠席児童への対応 

    児童が連続して２日以上欠席が続いた場合，電話連絡や家庭訪問を行い，欠席の背景にいじめ

がないか的確に把握する。 

   

（３）いじめを認知したときの対応 

  ① いじめを認知したときは，双方の保護者に事実を伝え，支援・助言にあたる。 

  ② 事実確認により判明した情報は，関係者に適切に提供する。 

  ③ 教育委員会と緊密に連絡を取り，適切な対応を行う。また，犯罪行為と判断される事案の場合

は，村上警察署，児童相談所，医療機関，法務局等と連携して対処する。 

  ④ 各種相談窓口の利用を検討する。 

 

５ いじめへの対処について 

（１）いじめ防止のための校内組織 

【いじめ・不登校対策委員会】 

   いじめ・不登校の問題が発生した場合の対応策を検討し，問題の早期解決を図ると共に，いじ 

め・不登校に対する全校指導体制の確立を図るため，以下の機能を担う組織を設置する。 

  ① 構成員  校長，教頭，教務主任，生活指導主任，養護教諭，当該児童学級担任 

  ② 活動内容 

   ○いじめの早期発見に関すること  ○いじめ防止に関すること 

   ○いじめ事案への対応に関すること 

   ○いじめが心身に及ぼす影響やいじめ問題に関する児童の理解を深め，アフターケアを行うこと 

  ③ 開催  必要に応じ随時開催 
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（２）いじめ発生等に対する措置 

  ① いじめに関する相談を受け，あるいは兆候を発見した場合は，速やかに事実確認を行う。 

   ・教育委員会管理主事へ速報を入れ，指示を受ける。 

  ② いじめを確認した場合は，いじめをやめさせ，再発を防止する。 

   ・被害児童の保護（見守り。必要に応じ，別室を確保する。） 

   ・加害児童への指導（複数職員，管理職の指導） 

  ③ 双方の保護者と定期的に情報を交換し，対応を協議し，連携して対応する。 

  ④ その他の児童に，必要に応じ，説明と指導を行う。 

 

指導→ 加害児

童                                              

         ←報告← 

情報→ 保 護 者 

         →指示→ 

保護→ 被害児童 

 

（３）重大事態への対応

  ① 重大事態とは 

   ア 生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い 

    ・ 児童が自殺を企図した場合 

    ・ 身体に重大な傷害を負った場合 

    ・ 金品等に重大な被害を被った場合 

    ・ 精神性の疾患を発祥した場合 等を想定 

   イ いじめにより，相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い 

    （年間 30日を目安とするが，一定期間連続して欠席しているような場合なども含む。） 

  ② 重大事態発生時の対応 

    教育委員会へ報告し，当該事案の調査を行う主体等について指導・助言を受ける。 

   ア 学校が調査主体となる場合 

    ・組織による調査体制を整える。 

    ・組織で，事実関係を明確にするための調査を実施する。 

    ・いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供する。 

    ・調査結果を教育委員会に報告する。 

    ・教育委員会の指導・助言を受けながら必要な措置をとる。 

   イ 学校の設置者が調査主体となった場合 

    ・設置者の調査組織に必要な資料提供など，調査に協力する。 

 

６ いじめの解消 

 （１）いじめの解消には，少なくとも次の２つの要件を満たす必要がある。 

①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも３か月を目安とする） 

②被害児童が身心の苦痛を感じていないこと 

加害児童による被害児徒に対する謝罪のみで終わるものではなく，被害児童と加害児童を始め

とする他の児童との関係の修復を経て，双方の当事者や周りの者全員を含む集団が，好ましい
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集団活動を取り戻し，新たな活動に踏み出すことをもって判断される。 

 （２）いじめ解消に向け，全ての児童が，集団の一員として，互いを尊重し，認め合う人間関係    

を構築できるような集団づくりを進めながら取り組んでいく。  

 

７ 職員研修 

 （１）教師を視点にして  

   ① 授業改善によるわかる授業の推進 【研究主任】  

   ② 学習環境づくり 【研究主任】  

   ③ 教師自身の人権感覚の醸成 【教頭・人権教育，同和教育主任】 

   ④ 同僚性を生かした職場環境づくり 【教頭】 

   ⑤ 情報モラル教育の実施 【情報教育部】【担任】 

 （２）児童を視点にして  

   ① 友人関係・集団づくり・社会性の育成 【担任・生活指導主任・人権主任・全職員】 

   ② Ｑ－Ｕの実施と，結果を生かした学級づくり。 【学級担任】 

 

８ その他 

 （１）学校評価の中で，各項目・取組の評価を行う。（保護者アンケート・校内評価・学校関係者 

評価） 

 （２）学校運営協議会，ＰＴＡ理事会等で評価結果を説明し，意見を受ける。 

 （３）評価結果を学校だより等で地域，保護者に公開する。 

 （４）評価結果を基に，見直しを図る。 

 （５）ＰＴＡ総会や学年ＰＴＡ等で基本方針を公表し，趣旨の理解を図る。 


